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特　集 排土排泥処理の現状　〜減量化と再利用〜

東京都における建設泥土の減量
化の具体策と再利用の仕組み1

　都内では、①社会資本等の整備およ
び更新等に伴う副産物、②社会資本等
の維持管理に伴う副産物、③都民生活
や産業活動等に伴う副産物、などが毎
年度大量に発生しており、これらを廃棄
すると、環境に多大な負荷を与えるとと
もに、最終処分場の残余容量を圧迫す
ることになる。
　一方、都内においては、今後、新た
に最終処分場を確保することは極めて
困難な状況となっており、これらの副産
物については、廃棄せずに建設資材等
として活用していく必要があり、「東京
都建設リサイクル推進計画　平成20年
4月　東京都」（以下、推進計画）の
中で目標値を定めて、その活用に取り
組んでいる。
　推進計画では、建設資源循環を促進
するために10の戦略に取り組んでおり、
その一つとして「建設汚泥を活用する」
が位置づけられており、平成27年度にお
ける都関連工事の目標値（建設汚泥の
再資源化・縮減率）を95%としている。
　また、推進計画に掲げた戦略を着実
に推進するために、建設資源循環に関
する各種の施策（事前調査、リサイク

ル計画、情報システム活用、利用調整、
適正な分別解体等および再資源化等、
建設グリーン調達、実施状況の把握な
ど）の実施について必要な事項を定め
るために、「東京都建設リサイクルガイ
ドライン　平成23年6月　東京都」（以
下、ガイドライン）および「東京都建
設汚泥リサイクル指針　平成21年4月
　東京都」（以下、指針）を策定して
いる。
　ガイドラインの中では、建設汚泥の
活用について、発生抑制、自ら利用、
工事間利用、海面処分場の覆土材利用、
海面処分場の基盤造成材利用等を挙げ
ており、その実施に当たっては、計画
的に取り組むものとし、工事ごとのリサ
イクル計画を作成することとしている。
　主な活用方策の詳細は下記のとおり
である。
【発生抑制】
　発生抑制は、計画・設計段階におけ
る検討が重要であることから、この段階
において発生抑制を計画することとして
おり、具体的には、
①建設泥土の発生しない工法の採用、
掘削土量の少ない工法の採用
②分級、脱水および濃縮等により縮減
を行い、発生を抑制する

③泥水循環方式、泥土圧方式等の工法
において、一体の施工システム内の
ホッパまたはピット等の手前での処理
工程（脱水・濃縮・安定処理・乾燥
等）を経て、ホッパまたはピット等か
ら搬出されるときに泥状を呈しなくな
るように改良を行い、発生抑制を図
ること

としている。
【工事間利用】
　発生抑制及び自ら利用を徹底的に
行った後、工事現場外に搬出せざるを
得ないものについては、できる限り工
事現場内において安定処理等を行い、
得られた処理土を都内における工事間
利用に活用する。このうち、一体施工
システム内で改良したものは建設発生
土として工事間利用を行う（広域的な
再利用を行う場合も含む）。また、一体
施工システム外で改良したものは、都
発注工事間の場合は一般指定制度によ
り工事間利用を行っている。
【海面処分場の覆土材利用】
　工事現場外に搬出せざるを得ない場
合で工事間利用ができない場合は、一
体施工システム内で改良したものは建
設発生土として、一体施工システム外
で改良したものは建設泥土改良土とし
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て、毎年度の受入予定量の範囲内にお
いて、海面処分場の覆土に利用する。
なお、この場合において,都発注工事
は一般指定制度により実施している。
【再資源化施設活用】
　工事現場外に搬出せざるを得ない場
合で、海面処分場の覆土材利用等がで
きない場合は、民間の再資源化施設や
建設資材製造工場に搬出することとな
り、その際は施設内における縮減・再
生利用の割合が高い適正な施設を選択
することとしている。
　なお、再資源化施設の選択に当たっ
ては、COBRIS等を活用している。

設計への反映と現状2
　上記のガイドラインおよび指針に基
づき、設計者は建設泥土の利用調整を
行い、その結果を設計に反映し、工事
を発注している。
　利用調整は、利用調整会議が都関連
工事等を対象として行うもので、利用調
整会議事務局が泥土調査等の調査結果
をもとに利用調整を行い、その結果が
工事発注部局に通知される。
　都内における、シールド・推進工事
においては、立坑用地の確保が困難な
ことから、建設泥土の発生を抑制する
ための処理工程を、現場内に設置する
ことができず、再資源化施設で処理す
ることが多い（表−1）。

建設汚泥の活用事例の紹介3
　以下に、建設汚泥の活用事例を紹介
する。
3.1　活用事例1
工事件名：第二溜池幹線及び勝どき幹
　　　　　線その2工事
工　　期：平成23年8月25日
　　　　　〜平成26年3月10日

平成23年度
（m3）

平成24年度
（m3）

平成25年度（予定）
（m3）

建設汚泥発生量（当局工事） 7.5万 5.9万 6.1万
海面処分場の覆土材利用 1.7万 0.7万 1.8万
再資源化施設活用 5.8万 5.2万 4.4万

表−1　平成２３年度からの３年間にシールド・推進工事から発生した建設汚泥の活用状況

図−1　建設汚泥の活用事例（泥水循環方式）

図−2　建設汚泥の活用事例（泥水土圧方式）


